
博物館の登録及び

博物館に相当する施設の指定に関する

説明会

令和７年１１月２８日（金）１４：００～１５：００
石川県教育委員会文化財課



博物館法の改正について

博物館法 昭和26年制定

博物館は、社会教育法（昭和24年制定）の精神に基づき、
社会教育施設として、資料の収集・保管、展示・教育、調査・研究を行う機関

博物館法の改正 令和５年4月1日施行

博物館に求められる役割が多様化・高度化していることを踏まえ、博物館の設置主体の
多様化を図りつつその適正な運営を確保するため、法律の目的や博物館の事業、博物館
の登録の要件等を見直すなど、これからの博物館が、求められる役割を果たしていくための
規定が整備

・ 施設数の増加（昭和26年:約200館→平成30年:約5,700館）
・ 民間企業、NPO法人、学校法人など設置形態の多様化
・ 平成29年に文化芸術基本法が制定
 （博物館の充実は「文化芸術に関する基本的な施策」の一つとして位置づけ）
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博物館法の主な改正点

（１）博物館法の目的の見直し（法第1条）

社会教育法に加えて文化芸術基本法の精神に基づくことを定める

→ 博物館は、従来の社会教育施設としての役割に加え、観光、まちづくり、国際交流、福祉、
教育、産業等の関係機関と連携した文化施設としての役割を併せ持つ施設としても活動
することが求められている。

（２）博物館の事業の見直し（法第3条）

博物館の事業に博物館資料のデジタル・アーカイブ化を追加するとともに、他の博物

館等と連携すること、及び地域の多様な主体との連携・協力による文化観光その他

の活動を図り地域の活力の向上に取り組むことを努力義務とする
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博物館法の主な改正点

●設置主体の限定の撤廃（法第2条、第13条）

●登録審査の見直し（法第13条）

（３）博物館登録制度の見直し

●活動の改善・向上の仕組みの導入（法第16条）

・これまで地方公共団体、一般社団法人・財団法人等に限定していた博物館の設置者条件を
改め、法人類型に関わらず登録できることとする。

・博物館の外形的要素のみならず、体制等の実質的な要素についても審査することとする。
・県が博物館登録を行う際は、学識経験者の意見を聴かなければならないこととする。

・登録博物館は、運営状況を定期的に県に報告しなければならない。
（石川県では年１回（毎年６月末まで））
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博物館法改正前後における博物館登録審査基準

【旧法】 【改正法】外形的な基準に基づき審査 活動内容の質等について実質的に審査

法律上の目的を達成するために必要な

●資料があること【法第12条第1項第1号】

●学芸員その他の職員を有すること
【法第12条第1項第2号】
※博物館に相当する施設の場合は「学芸員に相当する職員がいること」

●建物及び土地があること【法第12条第1項第3号】
※博物館に相当する施設の場合は「施設及び設備を有し、

一般公衆の利用のために公開すること」

●１年を通して１５０日以上開館すること
【法第12条第1項第4号】
※博物館に相当する施設の場合は「100日」

●設置者が及びその役員が経済的基礎・社会的信望を有する
こと【法第13条第1項第1号】 ※登録のみ

●資料の収集・保管・展示、調査研究の体制が都道府県の
教育委員会の定める基準に適合するものであること
【法第13条第1項第3号】

●学芸員等の職員の配置が都道府県の教育委員会の定める
基準に適合するものであること【法第13条第1項第4号】

●１年を通して１５０日以上開館すること
【法第13条第1項第6号】 ※指定の場合は「100日」

●虚偽申請等による登録の取消しから2年を経過したもので
あること【法第13条第1項第2号】
※指定の場合は「虚偽申請等による登録・指定の取消しから2年を経過したものであること」

●施設及び設備が、都道府県の教育委員会の定める基準に
適合するものであること【法第13条第1項第5号】
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博物館の種類（登録博物館と指定施設の違い）

登録博物館 指定施設
博物館
類似施設

定 義

歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資
料を収集し、保管（育成を含む。）し、展示して教
育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、
調査研究、レクリエーション等に資するために必要な
事業を行い、併せてこれらの資料に関する調査研究
をすることを目的とする機関（社会教育法による公
民館及び図書館法による図書館を除く。）のうち、
法の規定による登録を受けたもの

博物館の事業に類する事業を行う施設のうち、
法の規定により、博物館に相当する施設として指
定されたもの

法の規定による
登録又は指定を
受けていない施
設
文部科学省が実
施する社会教育
調査上の定義

登
録
指
定
要
件

設置主体 国・独立行政法人を除く法人 制限なし ー

博物館の体制 館長、学芸員必置
館長、学芸員に相当する職員(※)必置
※明確な定義なし

ー

開館日数 １年を通して１５０日以上開館 １年を通して１００日以上開館 ー

登録・指定主体 都道府県又は指定都市の教育委員会
国又は独法が設置する施設…文部科学大臣
その他の施設…都道府県又は指定都市の教育委員会

ー

審査時の有識者への
意見聴取

有り なし ー

定期報告 必要 不要 ー 5



登録博物館・指定施設となるメリット
第4期博物館部会(第2回)資料より

6



登録博物館・指定施設となるメリット（国税の優遇措置）
第4期博物館部会(第2回)資料より

・・・前ページの「登録美術品制度」

・・・前ページの「特定美術品制度」
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登録博物館・指定施設となるメリット（地方税の優遇措置）
令和６年度全国博物館館長会議（第３１回）資料より
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登録博物館・指定施設となるメリット

●博物館及び指定施設を対象とする文化庁事業の補助対象者となることができる

●「登録博物館マーク」アクリルプレート・証書が授与される

R7事業

【Innovate MUSEUM事業】

・地域課題対応支援事業(R4～)

博物館の機能を活用して実施する社会課題に対応する取組への補助

・博物館収蔵資料デジタルアーカイブ推進事業(R5～)

・博物館DX推進事業(R5～)

博物館資料のﾃﾞｼﾞﾀﾙｱｰｶｲﾌﾞ＋博物館DXに関する人材育成・研修を含む、業務のDXによる
学芸員の業務負担軽減を図る取組への補助

など

・アクリルプレートは、館内に掲示可能
・登録博物館マークは、館のHP、チラシ、SNS、名刺、無料グッズ等への
印刷が可能
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皆さまにご検討いただきたいこと

登録博物館（県内26館）

指定施設（県内４館）

改正法施行日から5年を経過するまで(R10.3.31)は、登録を受けたものとみなされる。

改正法施行日から、引き続き指定を受けたものとみなされる。

・ R10以降も登録博物館であることを希望する場合 ・・・ R10.3.31までに登録の再申請が必要

（再申請をしなければR10.3.31をもって登録が抹消）

・ 指定施設になることを希望する場合         ・・・ R10.3.31までに指定の申請が必要

（申請をしなければR10.3.31をもって登録が抹消）

・ 博物館類似施設になることを希望する場合         ・・・ 手続不要（R10.3.31をもって登録が抹消）

・ 登録博物館となることを希望する場合   ・・・ 登録の申請が必要（随時）

・ 引き続き指定施設であることを希望する場合 ・・・ R10.3.31までに指定の再申請をすることが努力義務

・ 博物館類似施設になることを希望する場合    ・・・ 県文化財課までご連絡ください。

博物館類似施設

・ 登録博物館となることを希望する場合   ・・・ 登録の申請が必要（随時）

・ 指定施設となることを希望する場合  ・・・ 指定の申請が必要（随時）

・ 引き続き類似施設であることを希望する場合 ・・・ 手続不要
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今後の登録・指定手続きの流れ

申請

審査

登録・指定

申請者（設置者）は、申請書等を石川県文化財課に提出

※申請前に、事前に当課へご相談ください。

・書面審査
・学識経験者からの意見聴取（登録博物館のみ）
・必要に応じて実地調査

・申請者へ通知
・県公報、県ホームページで公表

※審査の中で、書類の修正依頼や、文化財課及び学識経験者からの確認を行います。

本説明会終了後、今後の申請意向調査を実施します。（12月末回答〆）
※登録・指定への申請意向、申請予定時期など

登録・指定の申請は随時受け付けています。
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申請に係る提出書類（登録博物館）

※1
※1 役員とは、その法人が準拠する法律における「役員」を指します。
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申請に係る提出書類（指定施設）
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申請に係る提出書類（登録博物館・指定施設 共通）

※指定施設においては、以下のとおり読みかえてご覧ください。
・「博物館資料」 → 「資料」             ・「学芸員」 → 「学芸員に相当する職員」
・「博物館」 → 「指定施設」             ・1年を通して「150日以上開館」 → 「100日以上開館」
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申請に係る提出書類（登録博物館・指定施設 共通）

※2 館長とは
その名称と非常勤常勤の別は問わないが、館の運営に関して判断と

意思決定をできる者が務めること。

※5
館種や施設の規模等によって様々な実態が想定されるため、具体的

な基準は設けていない。
（館（施設）が対応している事項を幅広に記載してください。）

※6 開館日数とは
実際に来館できる日数のみをもって考えるのではなく、博物館が外部

に対して活動している日数を含めて判断
・利用者からの問合せに対して同時双方向でのやり取りができる日
・利用者の求めに応じて実物資料の解説・閲覧をさせる日
・利用者への学習機会の提供がなされている日 など

※2

※3

※6

※3 学芸員とは
館種や施設の規模等によって様々な実態が想定されるため、人数、

雇用形態について基準は設けていないが、登録博物館において、適切
な管理・運営を実施できる体制を構築できるかどうかが重要。

※5

※4

※4 学芸員に相当する職員とは（一部修正）
学芸員補の要件までは求めないが、学芸員に相当する者として、博

物館事業に類する事業を遂行できる能力を持った者。
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その他の手続き

●変更の届出
「博物館の設置者の名称及び住所」「博物館の名称及び住所」を変更する際は、あらかじめ届出が必要

●廃止の届出
博物館を廃止したときは、廃止後すみやかに届出が必要

●指定の要件を備えなくなった時の報告

指定の要件を備えなくなった時は、直ちに報告が必要

登録博物館

指定施設

※県が設置する登録博物館は定期報告・変更・廃止の届出不要

●定期報告
毎年6月末までに、前年度末日時点の状況の報告が必要（登録の翌年度から）
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→県規則別記様式第4号、職員名簿、館長及び学芸員の経歴書、1年を通して150日以上開館したことを示す書類など
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